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３商工会議所（新潟・新津・亀田）合同で新潟市の政策に対する要望書を提出 

 
 

 
 

 

 

１. 地域中小企業・小規模事業者の活性化・ 

生産性向上に向けた支援策の充実・強化 
  

⑴地域中小企業への支援策の強化と中小企業対策予

算の拡充 

⑵中小企業強靱化法の小規模事業者支援計画作成等

に伴う支援強化 

⑶創業サポート事業における子育て女性・シニア支

援枠の創設 

⑷中小企業の資金調達の円滑化に向けた金融支援 

⑸中小企業の生産性向上に向けた特別措置法の周知

及び活用促進 

⑹地域の雇用創出に向け積極的に取り組む企業に対

する支援強化・拡充 

⑺産学官金連携による地域産業の活性化 

⑻県産品の輸出促進 
 

２． まちづくりの推進 
 

（ア）新潟商工会議所の要望 

⑴新潟市の「顔」である古町地区の活性化 

⑵行政機能のまちなか回帰等を契機とした中心市街

地活性化事業の推進 

⑶中心市街地の居住人口及び就労人口増加に向けた

支援 

⑷「古町花街」・「古町芸妓」の存続に向けた支援体

制の強化 

（イ）新津商工会議所の要望 

⑴新津駅周辺地域の整備促進 

⑵「鉄道の街にいつ」復活を目指した諸活動への支援 

（ウ）亀田商工会議所の要望 

⑴新たな工業用地の開発スケジュールの前倒し 

⑵住宅用地の不足解消 

⑶(仮称)江南駅の設置について 

⑷空き店舗対策補助制度などの要件緩和について 

▲３会議所合同で中原市長（中央左）に要望書を提出 

                                  

 

３．政令指定都市・新潟の拠点性向上に向けた積

極的な対応 
  

⑴新潟港の活性化 

⑵新潟空港の活性化 

⑶新潟駅の周辺整備事業の促進 

⑷交流人口の増加等に向けた観光振興・シティプロ

モーション事業の推進 

⑸インバウンド（訪日外国人）誘致・対応策の強化 

⑹「にいがた都市交通戦略プラン」の着実な推進 

⑺「新潟市 ICT活用実施計画」の着実な実行 

⑻災害に強い安心・安全な都市づくりの推進 

 

※要望書の詳しい内容は当所ホームページをご覧く

ださい。 

 

 

 

 

 

新潟商工会議所 E-mail 通信     Vol.181 

発行日：令和元年１０月３１日        担当：会員サービス課  service@niigata-cci.or.jp 

〒950-8711 新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル７階 

URL https://www.niigata-cci.or.jp   E-mail office@niigata-cci.or.jp 

10 月 25 日、当所と新津、亀田の３商工会議所は合同で、中原八一新潟市長ならびに佐藤豊美新潟市

議会議長に対し、「令和 2 年度新潟市の政策に対する要望書」を提出しました。要望書は、「地域中小

企業・小規模事業者の活性化・生産性向上に向けた支援策の充実・強化」と「まちづくりの推進」、

「政令指定都市・新潟の拠点性の向上に向けた積極的な対応」を３本柱として項目に掲げています。 

（重点要望は以下の通り） 

http://www.niigata-cci.or.jp/
mailto:office@niigata-cci.or.jp
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よしとみ社会保険労務士事務所  
社会保険労務士 吉田 明弘 
 
★☆今月のテーマ《 休憩の与え方の原則 》☆★ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

法律では労働時間が 6 時間を超えたら 45 分以上、8 時間を超えたら 1 時間以上の休憩時間を与えな

ければならないと定められています。 
 

 

休憩時間は、労働時間の途中に与えなければいけません。 

ただし、1 回に与えなければならないのではなく、分割で与えることも認められています。 

よって、1 時間の休憩を、45 分と 15 分と分けて与えること等は認められています。 

一方「休憩あげない代わりに早く上がってもいいよ」とか、遅刻した従業員に「遅刻した分休憩時間

削るよ」と、いうのは法律違反になる可能性があります。 
   

 

休憩は、一斉に与えなければいけません。 

ただし、以下の業種については、交代で休憩を与えることが認められています。 

★運送の事業★販売、理容の事業★金融、広告の事業★映画、演劇の事業★通信の事業★保健衛生の

事業★旅館、飲食店、娯楽の事業★官公署の事業 

また、以上の業種以外でも、労働者代表と書面による労使協定を結んだ場合は、交代で与える事が認

められています。  

 

休憩時間は労働者が労働から完全に離れていることを保障されている時間になります。 

よって、休憩時間に電話番させたり、声を掛けたらすぐに業務に戻れるようにする場合は、休憩時間に

該当しません。 

休憩時間中に、業務に係わる研修を行なったり、会議をする場合などは、別の時間にその時間分の休憩

を与えなければいけません。 

ただし、休憩中の外出先を告げるようにさせることは、認められています。  
 

運輸交通業や郵便の事業は、休憩付与の適用が除外されています。 

また、警察官、消防職員、児童自立支援施設の職員で、児童とともに起居する者。乳児院、児童養護施

設の職員で児童とともに起居する者は、休憩の自由利用の適用を除外されています 

※例外の業種でも、労働基準法以外の法律で定められている場合があります。  

 

心身の健康維持のためにも、適度に休憩を入れて業務を進めることは大切な事だと思います。また、可

能であれば、休憩時間を記録して、正確な労働時間の把握に務めていただけたらと思います。 

 

☆詳しい内容については、労務管理の専門家にお聞き下さい！新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp☆ 

 

１０月号 

休憩を適度に入れることで、仕事の集中力も上がり、効率のいい仕事が出来ますよね。今月は

休憩の与え方について解説いたします。 

http://www.sr-niigata.jp/
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「縫製業界をよみがえらせる『ライフスタイルアクセント』」 
 

  

熊本市に本社、銀座に東京事務所のある「フ

ァクトリエ」というファッションブランドを展

開するライフスタイルアクセント株式会社とい

う中小企業がある。主事業は、スーツ、ジャケ

ット、パンツ、シャツなどのファッションアイ

テムや、靴、バッグ、靴下といったファッショ

ン雑貨の商品企画・小売業で、創業は今から７

年前の２０１２年。現代表である山田敏夫氏が

スタートした。 

 同氏は１９８２年、熊本県生まれ。実家は１

００年以上続く老舗婦人服店である。大学在学

中にフランスへ留学し、グッチ・パリ店に勤

務。帰国後、同社を創業した。創業の目的は、

実家もそうであったが、日本の縫製業界を再生

したいという強い思いからである。 

 日本の縫製業界は、かつては世界各国に輸出

するほど威勢を誇っていたが、今や見るも哀れ

なほど衰退してしまい、縫製品の国産化率は

３％程度にまで落ち込んでしまっている。 

 もとより、それは需要が減退したためではな

い。事実、縫製品の市場供給量は過去 30 年

間、右肩上がりだからである。つまり、海外進

出した日本のブランドメーカーや、国内輸入商

社、さらには海外メーカーが、中国やバングラ

デシュなど、海外工場で生産した縫製品を最も

安定したマーケットである日本に怒濤（どと

う）のごとく流入させたからである。 

 一方で、国内にわずかに残っている下請け縫 

製業者には、国際価格という名の下に、低単価

発注や買いたたきを行ってきたからである。多

くの縫製業者は価格競争に嫌気が差し、廃業の

道を選んだ。 

 こうした現状を踏まえ、何とか国内の縫製業

者を再生したいと、同氏はグッチ・パリ店勤務

などの経験を生かし、工場直結ファッションブ

ランド「ファクトリエ」を立ち上げたのである。 

 同ブランドは商品企画や開発、さらにはリア

ル店舗やネットでの直接販売を担い、生産は全

て国内縫製業者に依頼している。ユニークなの

は、その値段の決め方で、一般的には小売希望

価格になるが、同ブランドは全てメーカー希望

価格で買い取っている。つまり、依頼した縫製

業者の言いなりの値段で、一切値引きをせず、

引き取っているのである。 

 それでも、その商品が市場で高い評価を得て

いるのは、同ブランドが縫製業者にアドバイス

し、機能性やデザイン性、さらにはコーディネ

ートなどで、その商品に絶大な付加価値を付け

ているからである。 

 ちなみに、先日、同ブランドの銀座店に立ち

寄った際、靴下を購入した。１足２０００円と

少々高額であったが、商品名には『永久交換保

証』の表示があった。 

 余談であるが、同ブランドのこうした取り組

みにより、すでに 30 社以上の縫製業者が元気

を取り戻しているという。

 

坂本 光司／さかもと・こうじ 

 人を大切にする経営学会会長。１９４７年生まれ。福井県立大学

教授、静岡文化芸術大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地

域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴

任。国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数

兼務している。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ

出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。 
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“食欲の秋”にぴったりな唐揚げ丼は 
大盛り、激盛り、烈盛りとチャレンジサイズ  
 

目の前のボリュームある丼物がこの店お薦めの

嚆矢(こうし)唐揚げ丼(650 円)。「とってもこん

なに食べられない」と思っていても、新潟人好み

のオリジナルのタレを付けた唐揚げは何個でも食

べてしまいます。ご飯もタレが混ざった香ばしさ

で、ご飯と唐揚げの間にはさりげなくキャベツと

レタスが敷いてあり、いつの間にか丼がきれいさ

っぱり空に。中華スープが付いた唐揚げ丼は普通

(400 円)、大盛り(650 円)、激盛り(900 円)、

烈盛り(1,100 円)と４つのサイズがあります。 

ほかに、カレーライスも４段階で辛(900 円)、

激辛(950 円)、烈辛(1,050 円)、激烈辛(1,100

円)です。海鮮丼(1,500 円)はネギトロ、サーモ

ン、シメサバが盛ってあり、これもやっぱり大盛

りサイズ。チャレンジしたくなるメニューが豊富

です。 

  
オープンして４年目になった店の前に立つ店主の近藤博紀さん  

 

 

嚆矢唐揚げ丼は中華スープが付いて 650 円。唐揚げだけの注

文もできて３個 210 円、６個 400 円、12 個 770 円、20 個

1,190 円。 

 

2016 年 10 月にオープンしたこの店の名前は

「中国の言葉です。戦いが始まるときに矢を射た

ことから、“始まり”とか“戦う”という意味が

あります。“この店から始めるぞ”という自分な

りの決意を表しました」と店主の近藤博紀さん。

そして「お客さまに喜ばれるメニューを」という

ことでさまざまなメニューを考えて、アルコール

類もハッピーアワー(11：00～13：30／18：

00～20：00)には生ビールとレモンサワーが通

常 300 円のところ 200 円になります。まさに

“食欲の秋”にぴったりな昼も夜も楽しい居酒屋

です。 

※商品の価格表示はすべて税込みです。 

 

嚆矢
こ う し

 

住所：新潟市中央区米山 2-9-7 

TEL：025-383-8322 

営業：11:00～14:00(lo13:30) ／ 

   18:00～24:00(lo23:30) 

休日：不定休 

収容：26 席  

Ｐ ：無 

ＨＰ：https://dekamori-koushi.com 
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▶▶ 日商の動き 

 

早期景気観測（日本商工会議所）調査結果のポイント  LOBO 調査 201９年９月結果  
 

 

業況 DI は、改善するも力強さ欠く先行きは、不透明感強く、慎重な見方崩れず 
 

・全産業合計の業況 DI は、▲20.0（前月比＋1.0 ポイント） 
 
・省力化投資を中心とする設備投資や都市部の再開発などの民間工事が堅調な建設業や、家電製品など

高額商品を中心に消費税引上げ前の駆け込み需要が見られた小売業の業況感が改善した。一方、卸売

業からは台風 15 号や大雨の影響に伴う農産物や飲食料品の供給不足・価格上昇による業況悪化を指

摘する声が聞かれた。深刻な人手不足や原材料費の高止まり、米中貿易摩擦や世界経済の先行き不透

明感、根強い消費者の節約志向を指摘する声は依然として多く、中小企業の業況改善に向けた動きは

力強さを欠く。 
 
・先行き見通し DI は、▲24.5（今月比▲4.5 ポイント） 
 
・個人消費の拡大やインバウンドを含む観光需要拡大への期待感がうかがえる。一方、消費税引上げの 

影響や人手不足の深刻化、原油価格を含む原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、貿易摩

擦の激化や世界経済の動向、日韓情勢の行方など不透明感が増す中、中小企業の業況感は慎重な見方

が続く。 

 

詳細は、日商ホームページ（ https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html ）を参照。 

https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

